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○特定調達契約に係る一般競争入札の公告 

さいたま市公告（調達）第３８号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和２年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市庶務事務システム構築業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 

入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和２年８月１日から令和４年１０月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
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本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を受

け、業務「電算」の資格を有すると認められた者であること。なお、平成３１・３２年度さいた

ま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に同業務で登載されている者

については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該業務について登載がな

い者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和２年５月１日（金）

までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。  

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 国、都道府県、政令市又は中核市において、庶務事務システムの構築及び運用業務を行った実

績があることを証明した者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局人事部人事課 

担当 人事係 電話 ０４８（８２９）１０９０ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和２年５月２１日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後５時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 
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⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

全て郵送とする。 

⑵ 交付日 

令和２年５月２７日（水）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総合評価落札方式で行う。提出資料作成要領を参照のうえ技術提案書等の書類を提出すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。 

⑵ 提案書類の提出方法 

入札説明書のとおり。 

⑶ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和２年７月１５日（水）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局人事部人事課 

⑷ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年７月１７日（金）午前１０時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室 

⑸ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑹ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年７月１７日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑷イに同じ 

⑺ 落札者の決定方法 
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さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、落札者決定基準に基づいて評価委員が審査し

た技術点と入札価格を評価する価格点により算出した次に掲げる方法により、総合評価点数の最

も高いものを落札者とする。 

ア 総合評価点数の算式 

総合評価点数＝価格点＋技術点 

イ 価格点と技術点の配点 

(ア) 価格点 ６００点 

(イ) 技術点 １，８００点 

ウ 価格点の算式 

価格点＝｛１－（入札価格×１．１）÷予定価格｝×６００ 

なお、入札価格は各入札者の入札金額とする。 

エ 技術点の評価項目 

(ア) 技術提案書評価 ９００点 

(イ) 機能要件回答評価 ４００点 

(ウ) 別途調達分見積金額評価 ５００点 

(ア)、(イ)及び(ウ)の詳細は、入札説明書の別添、落札者決定基準による。 

⑻ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑼ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局人事部人事課 

電話 ０４８（８２９）１０９０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９８ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所 
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市総務局人事部人事課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Construction of Saitama City’s general affairs system 

⑵ Date and time of tender: 

July 17, 2020, 10:30 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Personnel Division, Department of Personnel Affairs, General Affairs Bureau, 

Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1090 

さいたま市公告（調達）第３９号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和２年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

 さいたま市防災ガイドブック（令和２年改訂版）の印刷 

⑵ 納入場所 

市報配達業者が保有する倉庫及び市が保有する倉庫 

⑶ 数量・特質等 

ア 数量 ６３７，２００部 

イ 特質等 入札説明書による。 

⑷ 納入期限 

令和２年８月２０日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「印刷」内の営業種目「一般印刷」の資格を有すると認められた者であること。なお、

平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）

に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所
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定の様式により、令和２年４月３０日（木）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和２年５月１２日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 
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⑵ 交付日時 

令和２年５月２１日（木）及び令和２年５月２２日（金）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和２年５月２８日（木）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年６月１日（月）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年６月１日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 
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⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部防災課 

   電話 ０４８（８２９）１１２６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７８ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

  否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender:

  Printing of Saitama City Disaster Prevention Guidebook (2020 version), 637,200 units  

⑵ Date and time of tender: 

June 1，2020，2:00 p.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City  

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan  

Tel: 048-829-1181 
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さいたま市公告（調達）第４０号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和２年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名及び数量 

ア 小型水槽付消防ポンプ自動車 ３台 

イ 消防団消防ポンプ自動車 ５台 

⑵ 納入場所 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 

 ⑶ 特質等  

入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

ア １⑴アの物品 令和３年３月１０日 

イ １⑴イの物品 令和３年２月２２日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「輸送機器」内の営業種目「特殊車」の資格を有すると認められた者であること。な

お、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）

に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、令和２年４月３０日（木）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 
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公告の日から令和２年５月１２日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者

であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する購入物品ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付する

ものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和２年５月２１日（木）及び令和２年５月２２日（金）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において競争入札に付する購入物品ごとの返信用封筒

に９４円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

競争入札に付する購入物品ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 
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令和２年５月２８日（木）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １⑴アの物品 令和２年６月１日（月）午後２時１５分 

(イ) １⑴イの物品 令和２年６月１日（月）午後２時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年６月１日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部警防課 

   電話 ０４８（８３３）７３９４ ＦＡＸ ０４８（８３３）７２０１ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札者となった購入物品ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

  要 
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８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender:

① Pumper Fire Truck with Small Water Tank，3 Units

② Pumper Fire Truck，5 Units 

⑵ Date and time of tender:  

① June 1，2020，2:15 p.m.

② June 1，2020，2:30 p.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

さいたま市公告（調達）第４１号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和２年４月１５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市立高砂小学校外５６校電話設備機器賃貸借

⑵ 借入場所

さいたま市浦和区岸町４－１－２９外

⑶ 数量・特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 借入期間 
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令和２年１０月１日から令和１０年９月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」の資格を有すると認められ

た者であること。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたもの

とみなす。名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市

財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和２年５月７日（木）までに資格審査の申請を

行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 本入札の公告日から起算し、過去２年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と同

規模の契約を２件以上締結している者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課 

担当 財務係 電話 ０４８（８２９）１６３５ 

⑵ 交付期間

公告の日から令和２年５月１８日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後５時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書
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イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和２年５月２１日（木）午前９時から午後５時まで

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年６月１日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育員会事務局管理部

教育財務課

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年６月３日（水）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室

⑷ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

⑸ 開札の日時及び場所
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ア 日時

令和２年６月３日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育員会事務局管理部教育財務課

電話 ０４８（８２９）１６３５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育員会事務局管理部教育財務課及びホームページにおいて閲覧で

きる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 
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Telephone equipment for 57 Saitama municipal elementary schools including Takasago  

Elementary School 

⑵ Date and time of tender: 

June 3, 2020, 10:00 a.m.  

⑶ Contact point for the notice:  

Education Finance Division, Department of Management, Secretariat, Saitama City  

Board of Education 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan   

Tel: 048-829-1635 

さいたま市公告（調達）第４２号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和２年４月１５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

協働学習用ソフトウェア賃貸借（Ｒ２～小３５校・中２１校）

⑵ 借入場所

さいたま市西区西遊馬１８９－１ 馬宮東小学校外５５校 

⑶ 数量・特質等

入札説明書のとおり

⑷ 借入期間

令和２年９月１日から令和７年８月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「学校・保育用品」内の営業種目「学校用品」又は種目「レンタル・リース」内の「Ｏ

Ａ機器リース等」若しくは「レンタル・リースその他」の資格を有すると認められた者であるこ

と。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」

という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に

登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契

約課に所定の様式により、令和２年４月３０日（木）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
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綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。

⑴ 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課 

担当 研究推進・振興係 電話 ０４８（８２９）１６５９ 

  イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/001/p064861.html

⑵ 交付期間

公告の日から令和２年５月１２日（火）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く午前９時から午後５時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

⑵ 受付期間

  ３⑵に同じ

⑶ 受付場所

  ３⑴アに同じ

⑷ 提出方法

 持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴アに同じ

⑵ 交付日時

令和２年５月１９日（火）午前９時から午後５時まで 

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等
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⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 ⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年６月１日（月）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校

教育部指導１課

 ⑶ 入札参加資格の確認

  ア 入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。

  イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。

 ⑷ 入札回数等 

  ア 再度入札は、１回までとする。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 ⑸ 独占禁止法関係法令の遵守 

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 ⑹ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年６月３日（水）午前９時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室

 ⑺ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

⑻ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年６月３日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑹イに同じ

⑼ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
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なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじ

を引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。

⑽ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑾ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課

電話 ０４８（８２９）１６４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０

⑿ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課

電話 ０４８（８２９）１６５９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０

７ 契約手続等

 ⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 ⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

 ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

 イ 申請場所

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

   電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

 ウ 受付時間

   休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課及びホームページにおいて閲

覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 入札参加者は、入札後、本公告等についての不明を理由として、異議を申し立てることはでき

ない。

⑸ 詳細は、入札説明書による。

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 
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Software for collaborative learning for 56 Saitama municipal schools (FY 2020) 

⑵ Date and time of tender: 

June 3, 2020, 9:30 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

1st Supervision Division, Department of School Education, Saitama City Board of 

Education 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1659

○特定調達契約の落札者等の公示 

さいたま市公示第７号

次のとおり落札者等について公示します。 

令和２年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

「掲載事項」 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

①７－１ ②さいたま市帳票印刷業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部情報政策部 さいたま市浦

和区常盤６－４－４ ④令和２年３月９日 ⑤株式会社コタニ浦和営業所 所長 平沢貴夫 さいた

ま市浦和区仲町２－１８－８ ⑥３４，２５１，１２９円 ⑦一般競争入札 ⑧令和２年１月２０日

さいたま市公告（調達）第２号

①７－２ ②さいたま市データエントリ業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部情報政策部 さいた

ま市浦和区常盤６－４－４ ④令和２年３月１９日 ⑤株式会社ＫＳＫデータ 代表取締役 石坂郁

夫 さいたま市大宮区吉敷町１－９２－３ ⑥１６，４６６，４０６円 ⑦一般競争入札 ⑧令和２

年１月２０日さいたま市公告（調達）第３号 

①７－３ ②さいたま市国民健康保険システム保守業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部情報政策

部 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和２年３月２３日 ⑤株式会社アイネス首都圏営業第二

部 部長 露崎祐行 東京都中央区晴海３－１０－１ ⑥５２，２０６，０００円 ⑦随意契約 ⑨

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１

１条第１項第１号該当

①７－４ ②さいたま市本庁舎外清掃業務 一式 ③さいたま市財政局契約管理部調達課 さいたま

市浦和区常盤６－４－４ ④令和２年３月６日 ⑤株式会社むさしビルクリーナー 代表取締役 坪
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井宣子 さいたま市浦和区常盤３－３－９ ⑥４７，２５９，７４０円 ⑦一般競争入札 ⑧令和２

年１月２０日さいたま市公告（調達）第７号

①７－５ ②令和２年度さいたま市福祉及び子育て支援医療費支給データ処理業務 一式 ③さいた

ま市保健福祉局福祉部年金医療課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和２年３月６日 ⑤株式

会社ＫＳＫデータ 代表取締役 石坂郁夫 さいたま市大宮区吉敷町１－９２－３ ⑥３４，７１９，

３００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和２年１月２０日さいたま市公告（調達）第９号 

①７－６ ②さいたま市療育センターさくら草送迎バス運行業務 一式 ③さいたま市子ども未来局

総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草 さいたま市桜区田島２－１６－２ ④令和２

年３月４日 ⑤関東自動車株式会社 代表取締役 宇野三花 さいたま市浦和区仲町２－３－１９ 

平田ビル３階 ⑥３０，６０２，４４０円 ⑦一般競争入札 ⑧令和２年１月２０日さいたま市公告

（調達）第１４号 

①７－７ ②さいたま市クリーンセンター大崎ごみ搬入管理業務 一式 ③さいたま市環境局施設部

クリーンセンター大崎 さいたま市緑区大字大崎３１７ ④令和２年３月６日 ⑤株式会社ケント・

コーポレーション 代表取締役 森谷行雄 さいたま市浦和区本太２－９－２４ ⑥１８０，１８０，

０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和２年１月２０日さいたま市公告（調達）第１７号

①７－８ ②さいたま市食肉中央卸売市場で使用する電気 ３，３３０，０００キロワット時 ③さ

いたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場 さいたま市大宮区吉敷町２－２３ ④令和２年３月１

７日 ⑤東京電力エナジーパートナー株式会社 代表取締役 秋本展秀 東京都千代田区内幸町１－

１－３ ⑥５９，１２０，９３８円 ⑦一般競争入札 ⑧令和２年３月３日さいたま市公告（調達）

第３２号

①７－９ ②消防救急デジタル無線移動局装置保守業務 一式 ③さいたま市消防局警防部指令課 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ ④令和２年３月１０日 ⑤富士通株式会社関東支社支社長 恒

成和広 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ 大宮ＪＰビルディング ⑥３４，６５０，０００

円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１

項第１号該当 

①７－１０ ②消防救急デジタル無線基地局設備保守業務 一式 ③さいたま市消防局警防部指令課 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ ④令和２年３月１０日 ⑤東日本電信電話株式会社埼玉事業部 

取締役埼玉事業部長 榊原明 さいたま市浦和区常盤５－８－１７ ⑥５８，９３８，０００円 ⑦

随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１

号該当 

①７－１１ ②さいたま市収納データ作成等処理業務 一式 ③さいたま市出納室出納課 さいたま

市浦和区常盤６－４－４ ④令和２年２月７日 ⑤ＡＧＳ株式会社 代表取締役 原俊樹 さいたま
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市浦和区針ヶ谷４－３－２５ ⑥７１，７７８，６１９円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又

は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第２号該当 

①７－１２ ②さいたま市教職員人事給与システム運用保守業務 一式 ③さいたま市教育委員会事

務局学校教育部教職員給与課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和２年３月２３日 ⑤株式会

社日立製作所北関東支店 支店長 上田充宏 さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ ⑥５５，１

３１，１２０円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令

第１１条第１項第１号及び第２号該当 

○一般競争入札の告示 

さいたま市告示第５８５号 

さいたま市マイナポイント事業関連支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市マイナポイント事業関連支援業務

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

⑶ 業務概要

マイナポイント予約（マイキーＩＤ設定）支援、マイナンバーカードの申請サポート等

⑷ 履行期間

契約締結の日から令和２年９月３０日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「イベント・催事」又は「電算」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
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ている期間がない者であること。 

⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定を受けている者であること。

⑸ 国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体を相手方として、同種同様の契約実績を２件以上

有する者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

担当 ＩＣＴ政策担当 電話 ０４８（８２９）１０４７ 

  イ さいたま市ホームページからダウンロード（入札説明書のみ） 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/index.html

⑵ 交付期間

告示の日から令和２年４月２２日（水）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

告示の日から令和２年４月２３日（木）まで（持参の場合は、休日を除く午前９時から午後４

時まで）

⑶ 受付場所

３⑴アに同じ

⑷ 提出方法

持参又は郵送

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年４月２３日（木）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策

部ＩＣＴ政策担当

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付
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確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴アに同じ

⑵ 交付日時

令和２年４月２４日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年４月３０日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第５会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年４月３０日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじ

を引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７

⑻ 業務を担当する課
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

電話 ０４８（８２９）１０４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部情報政策部及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第６２４号 

さいたま市マイナポイント事業周知チラシ配布業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。

令和２年４月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市マイナポイント事業周知チラシ配布業務

⑵ 履行場所

さいたま市全域

⑶ 業務概要

マイナポイント事業周知チラシ（Ａ４判）の配布（市報さいたま６月号と同時配布）

⑷ 履行期間

令和２年５月２０日から令和２年６月１９日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「運送・運行」の受注希望業務「市報等配送・配布」で登載され

ている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
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７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 配布員によって、行政機関が発行する印刷物を特定の行政区域全域に全戸配布（１回あたり、

３０万世帯以上）した実績（元請に限る。）を有する者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

担当 ＩＣＴ政策担当 電話 ０４８（８２９）１０４７ 

  イ さいたま市ホームページからダウンロード（入札説明書のみ） 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/index.html

⑵ 交付期間

告示の日から令和２年５月１日（金）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を

除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

告示の日から令和２年５月７日（木）まで（持参の場合は、休日を除く午前９時から午後４時

まで）

⑶ 受付場所

３⑴アに同じ

⑷ 提出方法

持参又は郵送

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年５月７日（木）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。
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イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策

部ＩＣＴ政策担当

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴アに同じ

⑵ 交付日時

令和２年５月８日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価で行う。入札金額は、１部当たりの額を入札書に記載することとし、当該金額（単価）は、

１円未満について、小数点以下第２位までとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年５月１３日（水）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営

戦略部分権・広域行政担当

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年５月１４日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第３会議室

⑷ 入札保証金

見積もった金額（単価）に予定配布部数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、

免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年５月１４日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ
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⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじ

を引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。

⑺ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑼ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

電話 ０４８（８２９）１０４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（単価）に予定配布部数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部情報政策部及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第６４３号 

さいたまシティスタット基盤の環境構築及び運用支援等について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。 

令和２年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたまシティスタット基盤の環境構築及び運用支援等 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 



30 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和２年６月１日から令和３年３月１９日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「電算」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 平成３０年度以降、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と同種同規模の契約実績が２

件以上あることを証明した者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p071676.html

⑵ 交付期間 

告示の日から令和２年４月３０日（木）午後４時まで 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

告示の日から令和２年４月３０日（木）まで 

⑶ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

統計情報担当 

⑷ 提出方法 
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郵送。一般書留又は簡易書留にて受付期間内必着とする。 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

全て郵送とする。 

⑵ 交付日 

令和２年５月１１日（月）を目途に発送する。

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和２年５月１５日（金） 

イ 送付先 

４⑶に同じ 

ウ 提出方法 

４⑷に同じ 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年５月１８日（月）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部
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電話 ０４８（８２９）１１１９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ 当該契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑶ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。 

⑷ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑸ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第６４４号 

さいたまシティスタット基盤ソフトウェア賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。 

令和２年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたまシティスタット基盤ソフトウェア賃貸借 

⑵ 借入場所 

 さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 数量・特質等 

仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 

令和２年８月１日から令和５年７月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「事務用品・什器」内の営業種目「電算用品」若しくは「コ

ンピューターソフト」又は種目「レンタル・リース」内の「ＯＡ機器リース等」で登載されてい

る者であること。 
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⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p071678.html

⑵ 交付期間 

告示の日から令和２年４月３０日（木）午後４時まで 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

告示の日から令和２年４月３０日（木）まで 

⑶ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

統計情報担当 

⑷ 提出方法 

郵送。一般書留又は簡易書留にて受付期間内必着とする。 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

全て郵送とする。 

⑵ 交付日 

令和２年５月１１日（月）を目途に発送する。

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
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単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和２年５月１５日（金） 

イ 送付先 

４⑶に同じ 

ウ 提出方法 

４⑷に同じ 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年５月１８日（月）午前１０時２０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

電話 ０４８（８２９）１１１９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 
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否 

８ その他 

⑴ 当該契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑶ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。 

⑷ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑸ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第６４５号 

さいたまシティスタット基盤ハードウェア賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。 

令和２年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたまシティスタット基盤ハードウェア賃貸借 

⑵ 借入場所 

 さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 数量・特質等 

仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 

令和２年８月１日から令和７年７月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「事務用品・什器」内の営業種目「電算用品」若しくは「コ

ンピューターソフト」又は種目「レンタル・リース」内の「ＯＡ機器リース等」で登載されてい

る者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
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の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p071677.html

⑵ 交付期間 

告示の日から令和２年４月３０日（木）午後４時まで 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

告示の日から令和２年４月３０日（木）まで 

⑶ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

統計情報担当 

⑷ 提出方法 

郵送。一般書留又は簡易書留にて受付期間内必着とする。 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

全て郵送とする。 

⑵ 交付日 

令和２年５月１１日（月）を目途に発送する。

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和２年５月１５日（金） 
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イ 送付先 

４⑶に同じ 

ウ 提出方法 

４⑷に同じ 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年５月１８日（月）午前１０時４０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

電話 ０４８（８２９）１１１９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ 当該契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑶ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。 

⑷ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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⑸ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第６４１号 

さいたま市東京事務所ＯＡ機器賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和２年４月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市東京事務所ＯＡ機器賃貸借

⑵ 借入場所

東京都千代田区平河町２－４－１ 日本都市センター会館１１階 さいたま市東京事務所

⑶ 数量・特質等

仕様書のとおり

⑷ 借入期間

令和２年７月１日から令和７年６月３０日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で

登載されている者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

  イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 ⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

 ⑷ 賃貸借された納入機器を設置及び設定し、常時正常な状態又は充分に機能が働く状態を維持し、

万一問題が生じた場合には、遅滞なく対応ができる者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。

⑴ 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

担当 分権・広域行政担当 電話 ０４８（８２９）１０６４ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/001/p071716.html 

⑵ 交付期間

告示の日から令和２年５月８日（金）まで（３⑴アにおいてはさいたま市の休日を定める条例

（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時

まで）

⑶ 交付方法

３⑴アについては、ＣＤ－ＲＯＭで交付する。

 ⑷ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦

略部分権・広域行政担当

⑷ 提出方法

郵送。一般書留又は簡易書留にて受付期間内必着とする。

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付方法

全て郵送とする。

⑵ 交付日

令和２年５月１４日（木）までに交付する。 

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年５月２０日（水）午前１０時００分
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イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年５月２０日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する部署

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７

⑻ 業務を担当する部署

東京都千代田区平河町２－４－１ 日本都市センター会館１１階 さいたま市都市戦略本部東

京事務所

電話 ０３（５２１５）７５６１ ＦＡＸ ０３（５２１５）７５６２

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。

⑶ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第６３７号 

さいたま市岩槻消防署鋼製什器 一式の購入について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。

令和２年４月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

  さいたま市岩槻消防署鋼製什器 一式

⑵ 納入場所

さいたま市岩槻区岩槻５０６４－１ さいたま市岩槻消防署

⑶ 数量・特質等

入札説明書のとおり

⑷ 納入期限

令和２年６月３０日

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）の種目「事務用品・什器」内の営業種目「鋼製什器」で登載され、

かつ、本市内に本店を有している者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１

⑵ 交付期間

告示の日から令和２年４月２８日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用
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無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和２年５月１１日（月）及び令和２年５月１２日（火）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。

６ 競争入札参加資格の喪失

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年５月１８日（月）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室
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⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年５月１８日（月）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

７⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

⑻ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局総務部消防企画課

   電話 ０４８（８３３）７９３８ ＦＡＸ ０４８（８３３）７６４１

８ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

９ その他

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第６３８号 

資機材搬送車（アルミバン）外１件の購入について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 

令和２年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
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⑴  件名及び数量 

ア 資機材搬送車（アルミバン） １台 

イ 資機材搬送車（平ボデー） １台 

⑵ 納入場所 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 

⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

ア １⑴アの物品 令和３年２月５日 

イ １⑴イの物品 令和３年２月２４日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）の種目「輸送機器」内の営業種目「特殊車」で登載されている者で

あること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和２年４月２８日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者

であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
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⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する購入物品ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付する

ものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和２年５月１１日（月）及び令和２年５月１２日（火）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

競争入札に付する購入物品ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １⑴アの物品 令和２年５月１８日（月）午後２時１５分 

(イ) １⑴イの物品 令和２年５月１８日（月）午後２時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免



46 

除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年５月１８日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部警防課 

電話 ０４８（８３３）７３９４ ＦＡＸ ０４８（８３３）７２０１ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札者となった購入物品ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第６３９号 

中学校デジタル教科書の購入について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

中学校デジタル教科書 

⑵ 納入場所 
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さいたま市南区南本町２－２５－２７ さいたま市立岸中学校外５８か所 

⑶ 数量・特質等 

 入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

令和２年６月３０日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）の種目「図書・地図」内の営業種目「図書」又は種目「事務用品・

什器」内の営業種目「コンピューターソフト」で登載され、かつ、市内に本店又は本市との契約

権限を有する支店若しくは営業所を有している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

  イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和２年４月２７日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
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  ３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和２年５月１１日（月）及び令和２年５月１２日（火）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

 ア 日時 

令和２年５月２０日（水）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年５月２０日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
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さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会事務局学校教育部教育研究所 

   電話 ０４８（８３６）１７１３ ＦＡＸ ０４８（８３８）０８８８ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

   否 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第６１７号 

さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務（令和３年度当初課税分）について、次のとお

り一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）

第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年４月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務（令和３年度当初課税分） 

⑵ 履行場所 

さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ 大宮区役所５階個人課税課 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和２年６月１日から令和３年５月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
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本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」で登載されている者であ

ること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付与

認定を受けている者であること。

⑸ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第

８８号）第５条に規定する労働者派遣事業許可を受けている者であること。 

⑹ 本入札の告示日が属する年度の前年度及び前々年度において、派遣労働者２名以上を１０か月

以上の期間、主としてパソコン等を用いた事務に従事させる労働者派遣契約を、国（独立行政法

人を含む。）又は地方公共団体と２回以上締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績を有す

る者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

担当 管理・企画係 電話 ０４８（８２９）１９１３ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和２年４月２４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

⑷ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 
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ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

全て郵送とする。 

⑵ 交付日 

令和２年５月７日（木）までに交付する。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価で行う。入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない１人１時間当たりの金額を記載す

ること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年５月１５日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額（単価）に予定業務数量を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、

免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年５月１５日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 
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電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

電話 ０４８（８２９）１９１３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部市民税課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第６１８号 

さいたま市納税催告センター呼びかけ等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。

令和２年４月９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市納税催告センター呼びかけ等業務

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対策課さいたま市納税催告セ

ンター

⑶ 業務概要

さいたま市納税催告センター呼びかけ等業務契約仕様書（以下「仕様書」という。）に従い、納

付の呼びかけ業務等を行う。

⑷ 履行期間

令和２年６月１日から令和３年５月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
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⑴ 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下

「名簿」という。）に業務「建物管理等」又は「その他」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。

⑸ 平成２７年度以降、債権の回収に係る電話催告又は納付呼びかけ業務について、国又は人口３

０万人以上の地方公共団体との契約実績があり、契約書の写し及び業務完了検査済証の写しを提

出できる者であること。

３ 仕様書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、仕様書を交付するものとする。

なお、交付期間中に交付場所において仕様書を閲覧に供するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対策課 

担当 小花 電話 ０４８（８２９）１１６７ 

⑵ 交付期間

本入札の告示日から令和２年４月２２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１

３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

４ 質問の受付及び回答

本契約の業務等に質問のある場合は、次のとおり受け付けるものとする。

⑴ 受付方法

電子メール

⑵ 受付先

   さいたま市財政局税務部収納対策課 

   電子メールアドレス shuuno-taisaku @city.saitama.lg.jp

⑶ 受付期間

本入札の告示日から令和２年４月１７日（金）午前９時まで

⑷ 回答方法

令和２年４月２１日（火）までに電子メールにて随時回答するものとする。

５ 競争入札参加申込及び参加資格確認
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本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の配付

ア 配付場所

３⑴に同じ

イ 配付期間

３⑵に同じ

⑵ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

ア 提出書類

(ア) 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

(イ) 本告示の２⑷及び⑸の資格を有することを証する書面の写し

イ 提出場所

３⑴に同じ

ウ 提出期間

３⑵に同じ

エ 提出方法

持参

⑶ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書（以下「通知」という。）を交付するものと

する。

ア 交付場所

３⑴に同じ

イ 交付日時

令和２年４月２４日（金）午前９時から午後４時まで

ウ 交付方法

郵送希望者については、５⑵の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し

出た場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年４月２８日（火）午後４時までにさいたま

市財政局税務部収納対策課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。

７ 入札及び開札の立会いに関する者の事項

  入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし、１名のみ入札場所に入場できる。代

理人が立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けなければな

らない。

８ 入札手続等

⑴ 入札参加資格者の確認

ア 入札時には入札参加資格がある旨の通知を持参すること。

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、
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入札に参加できない。

⑵ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑶ 提出書類

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。

⑷ 入札回数等

ア 再度入札は、１回までとする。

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。

⑸ 入札の辞退

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。

⑹ 独占禁止法関係法令の遵守

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。

⑺ その他

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。

イ 一度入札した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回することはできない。

９ 入札の日時及び場所

⑴ 日時

令和２年４月３０日（木）午後２時００分

⑵ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室

１０ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

１１ 開札の日時及び場所

⑴ 日時

令和２年４月３０日（木）入札終了後、直ちに行う。

⑵ 場所

９⑵に同じ

１２ 最低制限価格

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。

１３ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
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囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

なお、落札とすべき同額の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを

引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを引くことを辞退できない。

１４ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１５ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課

電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

１６ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対策課

電話 ０４８（８２９）１１６７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６２

１７ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

１８ 支払条件

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に基づく請求書を受理した

日から３０日以内に当該代金を支払う。原則として毎月払いとするが、詳細については、委託者

と協議して決定する。

１９ その他

⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てる

ことはできない。

⑶ 契約書の作成を要する。

⑷ 仕様書は、開札後、さいたま市財政局税務部収納対策課へ返却すること。

⑸ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部収納対策課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

さいたま市告示第６２１号 

さいたま市市議会だより企画編集業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年４月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市市議会だより企画編集業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 

さいたま市議会が年度４回発行する広報紙「市議会だよりさいたま」の企画編集に係る業務 
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⑷ 履行期間 

令和２年５月１８日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に、業務「製作等」の受注希望業務「パンフレット等」又は「デザイン」

で登載されている者であること。 

 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 ⑷ 国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体の広報紙を企画編集する旨の契約を締結し、納入

した実績を有する、又は、告示日現在において納入中である者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

  さいたま市議会ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/gikai/005/keiyaku/index.html

⑵ 交付期間 

本入札の告示日から令和２年４月２４日（金）まで 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

本入札の告示日から令和２年４月２７日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１

３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 受付場所 

  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部秘書課 

  担当 広報係 電話 ０４８（８２９）１７４８ 
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⑷ 提出方法 

  持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

４⑶に同じ 

⑵ 交付日時 

令和２年４月３０日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の確認通知を受けた者は、令和２年５月７日（木）午後４時までに、さい

たま市議会局総務部秘書課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札方法等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年５月１１日（月）午前１１時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所議会棟３階第１委員会室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年５月１１日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 入札参加資格者の確認 

ア 入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

⑹ 提出書類 
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代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑺ 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

⑻ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。 

⑼ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

⑽ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

８ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加できな

い。 

９ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲

内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札と

すべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせ、落札

者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１０ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１１ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部総務課 

電話 ０４８（８２９）１７４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８４ 

１２ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部秘書課 

電話 ０４８（８２９）１７４８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８４ 

１３ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

１４ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市議会局総務部秘書課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第６４６号 

さいたま市立仲本小学校仮設校舎賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下｢施行令｣という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市立仲本小学校仮設校舎賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市浦和区本太２－１２－３１ 

⑶ 業務概要 

仕様書等のとおり 

⑷ 借入期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 ⑸ 入札参加形態 

単体企業とする。 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（建設工事）

（以下「名簿」という。）に業種「建築工事業」の等級区分がＳで登載され、かつ、市内に本店、

支店、又は営業所を有している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１３年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期

間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てを

行っていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づき再生手続開始の申立てを行っていない者若しくは再生手続開始の決定がされた者

であること。 

⑸ 設計に対応する建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく建築士事務所登録を受けてい

る者で、当該設計及び工事監理に同法に基づく一級建築士を配置できる者であること。 
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⑹ 工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有す

る者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できる者であること。なお、専任で配置す

る技術者は参加申請日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。 

⑺ 本体構造において、自社の構造設計一級建築士の設計にて適合性の確認ができる者であること。 

⑻ 過去１０年以内に学校施設において、同種同程度の賃貸借契約における校舎施工実績がある者

であること。 

３ 仕様書等の閲覧及び貸出 

  仕様書等は、閲覧又は貸出の方法により供するものとし、貸出を希望する者は、仕様書等貸出申

請書により、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課へ申請し、承認を受けなければならな

い。 

⑴ 閲覧又は貸出場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

担当 施設第１係 電話 ０４８（８２９）１６３６ 

⑵ 閲覧又は貸出期間   

本告示の日から令和２年４月３０日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

４ 一般競争入札参加資格等確認書類の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加資格等確認申請書 

イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

ウ ２⑴に規定する業種について、名簿に登載されていることを証する書類の写し 

エ ２⑸に規定する建築士法第２３条の３第２項の規定に基づく建築士事務所登録を受けている 

 ことを証する書類の写し及び配置予定の技術者に係る一級建築士免許証の写し 

オ  ２⑹に規定する配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し又は監理技術者資格

者証の表面と裏面の写し及び配置予定の技術者に係る参加申請日以前に恒常的に３か月以上の

雇用関係を証する書類の写し 

カ ２⑺に規定する配置予定の技術者に係る構造設計一級建築士免許証の写し 

キ ２⑻に規定する契約実績の分かる書類の写し 

⑵ 一般競争入札参加資格等確認申請書の配布 

ア 配布場所 

 ３⑴に同じ 

イ 配布期間 

３⑵に同じ 

⑶ 一般競争入札参加資格等確認申請書の提出 

ア 受付場所 

３⑴に同じ 
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  イ 受付期間 

    ３⑵に同じ 

  ウ 提出方法 

    持参又は郵送。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）とし、

受付期間内必着とする。 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

 確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和２年５月１５日（金）午前９時から午後４時まで 

 ⑶ その他 

郵送希望者については、４⑶の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、３⑵の期間内に質疑応答書を次のとおり提出すること。 

ア 提出先 

３⑴に同じ 

イ 提出方法 

４⑶ウに同じ 

ウ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑵ 質問に対する回答 

ア 公表場所 

３⑴に同じ 

イ 公表日時 

５⑵に同じ 

７ 入札手続等 

 ⑴ 入札方法 

   総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 ⑵ 入札参加申請の確認 

   一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。なお、入札時点において参加資格がな

い者は、入札に参加できない。 

⑶ 入札書の提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 



63 

⑷ 入札の日時及び場所 

  ア 日時 

令和２年５月２７日（水）午前１０時００分 

  イ 場所 

    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑸ 入札保証金 

 見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑹ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

    令和２年５月２７日（水）入札終了後、直ちに行う。 

  イ 場所 

    ７⑷イに同じ 

⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 ⑻ 入札回数等 

  ア 再度入札は、１回までとする。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することはできない。 

 ⑼ 入札の辞退 

   入札の参加を認められた場合であっても、辞退することができる。 

 ⑽ その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

⑾ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 

電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

⑿ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

電話 ０４８（８２９）１６３６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 落札者の決定方法 

予定価格の１１０分の１００の価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札

者とする。なお、落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札参

加者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはで

きない。 

９ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に

該当する場合は、免除とする。 

１０ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課及びホームページにおいて閲覧
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できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

さいたま市告示第６４７号 

さいたま市立浦和別所小学校仮設校舎賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下｢施行令｣という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 

令和２年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市立浦和別所小学校仮設校舎賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市南区別所２－５－３４ 

⑶ 業務概要 

仕様書等のとおり 

⑷ 借入期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 ⑸ 入札参加形態 

単体企業とする。 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（建設工事）

（以下「名簿」という。）に業種「建築工事業」の等級区分がＳで登載され、かつ、市内に本店、

支店、又は営業所を有している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１３年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期

間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てを

行っていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づき再生手続開始の申立てを行っていない者若しくは再生手続開始の決定がされた者

であること。 
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⑸ 設計に対応する建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく建築士事務所登録を受けてい

る者で、当該設計及び工事監理に同法に基づく一級建築士を配置できる者であること。 

⑹ 工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有す

る者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できる者であること。なお、専任で配置す

る技術者は参加申請日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。 

⑺ 本体構造において、自社の構造設計一級建築士の設計にて適合性の確認ができる者であること。 

⑻ 過去１０年以内に学校施設において、同種同程度の賃貸借契約における校舎施工実績がある者

であること。 

３ 仕様書等の閲覧及び貸出 

  仕様書等は、閲覧又は貸出の方法により供するものとし、貸出を希望する者は、仕様書等貸出申

請書により、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課へ申請し、承認を受けなければならな

い。 

⑴ 閲覧又は貸出場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

担当 施設第１係 電話 ０４８（８２９）１６３６ 

⑵ 閲覧又は貸出期間   

本告示の日から令和２年４月３０日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

４ 一般競争入札参加資格等確認書類の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加資格等確認申請書 

イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

ウ ２⑴に規定する業種について、名簿に登載されていることを証する書類の写し 

エ ２⑸に規定する建築士法第２３条の３第２項の規定に基づく建築士事務所登録を受けている 

ことを証する書類の写し及び配置予定の技術者に係る一級建築士免許証の写し 

オ  ２⑹に規定する配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し又は監理技術者資格

者証の表面と裏面の写し及び配置予定の技術者に係る参加申請日以前に恒常的に３か月以上の

雇用関係を証する書類の写し 

カ ２⑺に規定する配置予定の技術者に係る構造設計一級建築士免許証の写し 

キ ２⑻に規定する契約実績の分かる書類の写し 

⑵ 一般競争入札参加資格等確認申請書の配布 

ア 配布場所 

 ３⑴に同じ 

イ 配布期間 

３⑵に同じ 

⑶ 一般競争入札参加資格等確認申請書の提出 
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ア 受付場所 

３⑴に同じ 

  イ 受付期間 

    ３⑵に同じ 

  ウ 提出方法 

    持参又は郵送。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）とし、

受付期間内必着とする。 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

 確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和２年５月１５日（金）午前９時から午後４時まで 

 ⑶ その他 

郵送希望者については、４⑶の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、３⑵の期間内に質疑応答書を次のとおり提出すること。 

ア 提出先 

３⑴に同じ 

イ 提出方法 

４⑶ウに同じ 

ウ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑵ 質問に対する回答 

ア 公表場所 

３⑴に同じ 

イ 公表日時 

５⑵に同じ 

７ 入札手続等 

 ⑴ 入札方法 

   総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 ⑵ 入札参加申請の確認 

   一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。なお、入札時点において参加資格がな

い者は、入札に参加できない。 
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⑶ 入札書の提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑷ 入札の日時及び場所 

  ア 日時 

令和２年５月２７日（水）午前１０時２０分 

  イ 場所 

    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑸ 入札保証金 

 見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑹ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

    令和２年５月２７日（水）入札終了後、直ちに行う。 

  イ 場所 

    ７⑷イに同じ 

⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 ⑻ 入札回数等 

  ア 再度入札は、１回までとする。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することはできない。 

 ⑼ 入札の辞退 

   入札の参加を認められた場合であっても、辞退することができる。 

 ⑽ その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

⑾ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 

電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

⑿ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

電話 ０４８（８２９）１６３６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 落札者の決定方法 

予定価格の１１０分の１００の価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札

者とする。なお、落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札参

加者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはで

きない。 

９ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に

該当する場合は、免除とする。 
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１０ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課及びホームページにおいて閲覧

できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

さいたま市告示第６４８号 

さいたま市立大谷場東小学校仮設校舎賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下｢施行令｣という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 

令和２年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市立大谷場東小学校仮設校舎賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市南区大谷場２－１３－５４ 

⑶ 業務概要 

仕様書等のとおり 

⑷ 借入期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 ⑸ 入札参加形態 

単体企業とする。 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（建設工事）

（以下「名簿」という。）に業種「建築工事業」の等級区分がＳで登載され、かつ、市内に本店、

支店、又は営業所を有している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１３年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期

間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てを

行っていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２
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５号）に基づき再生手続開始の申立てを行っていない者若しくは再生手続開始の決定がされた者

であること。 

⑸ 設計に対応する建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく建築士事務所登録を受けてい

る者で、当該設計及び工事監理に同法に基づく一級建築士を配置できる者であること。 

⑹ 工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有す

る者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できる者であること。なお、専任で配置す

る技術者は参加申請日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。 

⑺ 本体構造において、自社の構造設計一級建築士の設計にて適合性の確認ができる者であること。 

⑻ 過去１０年以内に学校施設において、同種同程度の賃貸借契約における校舎施工実績がある者

であること。 

３ 仕様書等の閲覧及び貸出 

  仕様書等は、閲覧又は貸出の方法により供するものとし、貸出を希望する者は、仕様書等貸出申

請書により、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課へ申請し、承認を受けなければならな

い。 

⑴ 閲覧又は貸出場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

担当 施設第１係 電話 ０４８（８２９）１６３６ 

⑵ 閲覧又は貸出期間   

本告示の日から令和２年４月３０日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

４ 一般競争入札参加資格等確認書類の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加資格等確認申請書 

イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

ウ ２⑴に規定する業種について、名簿に登載されていることを証する書類の写し 

エ ２⑸に規定する建築士法第２３条の３第２項の規定に基づく建築士事務所登録を受けている 

ことを証する書類の写し及び配置予定の技術者に係る一級建築士免許証の写し 

オ  ２⑹に規定する配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し又は監理技術者資格

者証の表面と裏面の写し及び配置予定の技術者に係る参加申請日以前に恒常的に３か月以上の

雇用関係を証する書類の写し 

カ ２⑺に規定する配置予定の技術者に係る構造設計一級建築士免許証の写し 

キ ２⑻に規定する契約実績の分かる書類の写し 

⑵ 一般競争入札参加資格等確認申請書の配布 

ア 配布場所 

 ３⑴に同じ 

イ 配布期間 
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３⑵に同じ 

⑶ 一般競争入札参加資格等確認申請書の提出 

ア 受付場所 

３⑴に同じ 

  イ 受付期間 

    ３⑵に同じ 

  ウ 提出方法 

持参又は郵送。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）とし、

受付期間内必着とする。 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

 確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和２年５月１５日（金）午前９時から午後４時まで 

 ⑶ その他 

郵送希望者については、４⑶の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、３⑵の期間内に質疑応答書を次のとおり提出すること。 

ア 提出先 

３⑴に同じ 

イ 提出方法 

４⑶ウに同じ 

ウ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑵ 質問に対する回答 

ア 公表場所 

３⑴に同じ 

イ 公表日時 

５⑵に同じ 

７ 入札手続等 

 ⑴ 入札方法 

   総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 ⑵ 入札参加申請の確認 
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   一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。なお、入札時点において参加資格がな

い者は、入札に参加できない。 

⑶ 入札書の提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑷ 入札の日時及び場所 

  ア 日時 

令和２年５月２７日（水）午前１０時４０分 

  イ 場所 

    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑸ 入札保証金 

 見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑹ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

    令和２年５月２７日（水）入札終了後、直ちに行う。 

  イ 場所 

    ７⑷イに同じ 

⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 ⑻ 入札回数等 

  ア 再度入札は、１回までとする。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することはできない。 

 ⑼ 入札の辞退 

   入札の参加を認められた場合であっても、辞退することができる。 

 ⑽ その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

⑾ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 

電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

⑿ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

電話 ０４８（８２９）１６３６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 落札者の決定方法 

予定価格の１１０分の１００の価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札

者とする。なお、落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札参

加者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはで

きない。 

９ 契約保証金 
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契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に

該当する場合は、免除とする。 

１０ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課及びホームページにおいて閲覧

できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

〇変更 

さいたま市告示第６２３号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により令和２年４月１

日さいたま市告示第５８５号において公告した一般競争入札について、次のとおり変更する。

令和２年４月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 変更する一般競争入札

 件名 さいたま市マイナポイント事業関連支援業務

２ 変更する箇所

⑴ ６ 入札手続等に以下の項目を追記

  ⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年４月２８日（火）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市

経営戦略部分権・広域行政担当

⑵ 上記に伴う訂正 

  変更前の６⑵から⑻までは、変更後の⑵追記に伴い項番を繰り下げる。 

（※さいたま市契約公報第７号中、２５ページの変更） 

〔水道局〕 

○特定調達契約の落札者等の公示

さいたま市水道局公示第６号 

次のとおり落札者等について公示します。

令和２年４月１５日

さいたま市水道事業管理者 森 田  治 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住



73 

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

①６－１ ②⑴さいたま市水道局東部配水場で使用する電気 ４，３４９，８００キロワット時 ⑵

さいたま市水道局西部配水場で使用する電気 ５，４２５，５００キロワット時 ⑶さいたま市水道

局北部配水場で使用する電気 ５，２５２，２００キロワット時 ⑷さいたま市水道局尾間木配水場

で使用する電気 ３，１６６，５００キロワット時 ⑸さいたま市水道局白幡配水場外１か所で使用

する電気 ５，３９２，５００キロワット時 ③さいたま市水道局業務部管財課 さいたま市浦和区

常盤６－１４－１６ ④令和２年３月５日 ⑤東京電力エナジーパートナー株式会社 代表取締役 

秋本展秀 東京都千代田区内幸町１－１－３ ⑥⑴７５，８４６，７５２円 ⑵９７，５８４，１６

５円 ⑶８９，３１７，３１６円 ⑷５４，４１８，４４７円 ⑸９１，０８７，００３円 ⑦一般

競争入札 ⑧令和２年１月２０日さいたま市水道局公告（調達）第１号 

①６－２ ②さいたま市水道局水道総合センターで使用する電気 ２，４３８，８００キロワット時 

③さいたま市水道局業務部管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和２年３月５日 ⑤

株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 代表取締役 沖隆 東京都港区芝浦３－１－２１ ⑥４２，７４１，９１

６円 ⑦一般競争入札 ⑧令和２年１月２０日さいたま市水道局公告（調達）第２号 

①６－３ ②次亜塩素酸ナトリウム（単価契約） ５０３，０００ｋｇ ③さいたま市水道局業務部

管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和２年３月５日 ⑤大和化成株式会社埼玉営業

所 所長 福田孝司 埼玉県幸手市上吉羽字堤外１８７０－１７ ⑥６１．４９円（単価） ⑦一般

競争入札 ⑧令和２年１月２０日さいたま市水道局公告（調達）第３号 

①６－４ ②水道局基幹系システム管理業務 一式 ③さいたま市水道局業務部管財課 さいたま市

浦和区常盤６－１４－１６ ④令和２年２月２７日 ⑤一般財団法人埼玉水道サービス公社 代表理

事 倉林克昌 さいたま市北区東大成町２－４４５－１ さいたま水道総合センター２階 ⑥⑴保守

料 ア 水道料金システム管理作業 ３，８８５，０００円（月額） イ 企業会計システム管理作

業 １，７３１，１００円（月額） ウ 個別業務サブシステム管理作業 ８０，０００円（月額） 

エ ネットワーク維持管理運用業務 ６４９，２００円（月額） ⑵不定期作業 他システムに係る

支援作業 ８４，０００円／回（単価） ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条第１項第１号該当 

①６－５ ②水道局基幹系システム機器管理業務 一式 ③さいたま市水道局業務部管財課 さいた

ま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和２年２月２７日 ⑤一般財団法人埼玉水道サービス公社 代

表理事 倉林克昌 さいたま市北区東大成町２－４４５－１ さいたま水道総合センター２階 ⑥３

９，４０８，２０４円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る政令第１１条第１項第１号該当 

①６－６ ②水道料金及び企業会計システムに係る電算処理等業務（単価契約） 一式 ③さいたま



74 

市水道局業務部管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和２年２月２７日 ⑤一般財団

法人埼玉水道サービス公社 代表理事 倉林克昌 さいたま市北区東大成町２－４４５－１ さいた

ま水道総合センター２階 ⑥⑴企業会計システム帳票出力業務 ア 出納帳票作業 ５２，４００円

（月額） イ 予算帳票作業 ４８，２００円／回（単価） ⑵検針業務 ア 「使用水量のお知ら

せ票」作成業務 ７．４０円／件（単価） イ 使用水量のお知らせ票 帳票発注業務 ３．２５円

／件（単価） ウ 下水道単独使用者あて「下水道使用料のお知らせ票」作成・圧着作業 ７．４０

円／件（単価） エ 下水道使用料のお知らせ票 帳票発注業務 ７０．２５円／件（単価） ⑶調

定業務 ア 水道料金調定作業 (ア)口座制 １４．３０円／件（単価） (イ)納付制 １４．３０円／

件（単価） (ウ)クレジットカード制 １４．２５円／件（単価） イ 下水道使用料調定作業 (ア)下

水道分 １．９０円／件（単価） (イ)コミプラ分 １．９０円／件（単価） ⑷収納業務 ア 収納

消込作業（口座制） １４．２５円／件（単価） イ 収納消込作業（納付制） １４．２５円／件

（単価） ウ 収納消込作業（クレジットカード制） １４．２５円／件（単価） エ 下水道使用

料収納消込作業（口座制・納付制） １．９０円／件（単価） オ 納入通知書作成圧着作業（口座

不能以外） ７．４０円／件（単価） カ 納入通知書作成作業（口座不能） ６．１０円／件（単

価） キ 口座登録完了通知作成圧着作業 ７．４０円／件（単価） ク 手続書作成・圧着（クレ

ジットカード制） ７．４０円／件（単価） ケ 登録完了通知作成・圧着（クレジットカード制） 

７．４０円／件（単価） コ 光回線及びプロバイダの使用料（クレジットカード制） １１，２０

０円（月額） サ ファイアウォールの保守賃料 ２，８２０円（月額） シ 下水道単独「納入通

知書」作成圧着作業 ７．４０円／件（単価） ス 下水道単独「納入通知書（口座不能）」作成作業 

６．１０円／件（単価） セ 納入通知書帳票発注業務（水道料・圧着） ４．２５円／件（単価） 

ソ 水道料金等のお支払いについて帳票発注業務（口座・カード登録完了） ５.０５円／件（単価） 

タ クレジットカード決済手続き所帳票発注業務 ４．５５円／件（単価） チ 下水道単独「納入

通知書」帳票発注業務 ７０．２５円／件（単価） ツ 督促通知作成圧着作業（口座制・兼再振替

通知） ７．４０円／件（単価） テ 督促通知作成圧着作業（納付制） ７．４０円／件（単価） 

ト 未納整理票作成作業（兼納付書） ６．１０円／件（単価） ナ 下水道単独「督促通知」作成

圧着作業（口座制） ７．４０円／件（単価） ニ 下水道単独「督促通知」作成圧着作業（納付制） 

７．４０円／件（単価） ヌ 下水道単独「催告通知」作成圧着作業 ７．４０円／件（単価） ネ 

督促通知作成圧着作業（口座制・兼再振替通知） ５．２５円／件（単価） ノ 督促通知作成圧着

作業（納付制） ５．０５円／件（単価） ハ 未納整理票帳票発注業務（兼納付書） ３．８５円

／件（単価） ヒ 下水道単独「催告通知」帳票発注業務 １４０．２５円／件 ⑸検定満期に係る

業務 ア 検定満期水道メーター抽出作業 １９．７０円／件（単価） イ 検定満期取替伝票再作

成作業 ６．１０円／件（単価） ウ 検定満期取替伝票処理作業 １０．７０円／件（単価） エ 

水道メーター記録情報抽出作業 １６０，０００円／件（単価） ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物

品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該当 

①６－７ ②マッピングシステム更新業務（単価契約） 一式 ③さいたま市水道局業務部管財課 さ

いたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和２年３月９日 ⑤水道マッピングシステム株式会社 代

表取締役 保坂幸尚 東京都新宿区内藤町８７ ⑥⑴マッピングデータ入力作業 ア 配水管等更新

（導・送・配水管・弁栓類） (ア)建設工事（登録） １０３円／ｍ（単価） 建設工事（削除） ５５
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円／ｍ（単価） (イ)管理工事（登録） １５１円／ｍ（単価） 管理工事（削除） １２０円／ｍ（単

価） (ウ)弁栓工事（登録） ９４２円／箇所（単価） 弁栓工事（削除） ５８２円／箇所（単価） 

弁栓工事（変更） ７６１円／箇所（単価） イ 給水管等更新 (ア)新設工事（登録） ３，１７２

円／件（単価） (イ)改造工事（登録・削除） ４，４６８円／件（単価） (ウ)撤去工事（削除） １，

５５９円／件（単価） (エ)取付替工事（登録・削除） ３，４９９円／件（単価） (オ)井水シンボル

（登録・削除・変更） ３７４円／個（単価） ウ 漏水情報更新 修繕工事（登録） ３８５円／

件（単価） エ 配水支管未布設路線選定支援システム更新作業 (ア)ポリゴン（登録） ７０１円／

件（単価） ポリゴン（削除） ３５３円／件（単価） (イ)漏水シンボル（削除） ３７３円／個（単

価） オ 地形図修正等 (ア)名称（登録） ５７４円／件（単価） 名称（削除） ３４６円／件（単

価） (イ)ライン（登録） １５円／ｍ（単価） ライン（削除） ７円／ｍ（単価） (ウ)ボーリング

シンボル（登録） ８５３円／個（単価） カ 配水管仮入力等 仮入力等 ３３，３７５円／人日

（単価） キ 地形・属性データ変換等作業 (ア)市内全域変換 ４３０，５５１円／回（単価） (イ)

一部区域等変換 １９３，３２０円／回（単価） ク 設定変更等 設定変更等 ５１，４２１円／

人日（単価） ⑵ファイリングデータ入力作業 ア 配・給水管等原図（Ａ０まで）（登録） １，６

８２円／枚（単価） イ 配・給水管等原図（Ａ０まで・差替）（登録・削除） ２，０５８円／枚（単

価） ウ 配・給水管等原図（Ａ３まで）（登録） ４５１円／枚（単価） エ 配・給水管等原図（Ａ

３まで・差替）（登録・削除） ７２４円／枚（単価） オ 画像データ（ＣＤ等）（登録） ７３１

円／件（単価） カ 私道承諾書（登録） ５４８円／枚（単価） ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該当 


